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不　利　益　処　分　一　覧　表 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 ６ 年 12 月 12 日　 

    行 政 庁 処分 整　理 

法 令 名 № 根拠条項 処 分 の 概 要   

原権者 委任先 基準 番　号

風俗営業等の規制及び １ 3-2 風俗営業の許可の条件の付加及び変更 ２１ ２１ イ － 

業務の適正化等に関す ２ 8 風俗営業の許可の取消し ２１ ２１ ○ １ 

る法律（風俗営業等適 ３ 10の2-6 特例風俗営業者の認定の取消し ２１ ２１ ア － 

正化法） ４ 25 風俗営業者に対する指示 ２１ ２１ ○ ２ 

［Ｃ２３－１２２］ ５ 26-1 風俗営業の許可の取消し、停止命令 ２１ ２１ ○ ３ 

６ 26-2 飲食店営業の停止命令 ２１ ２１ ○ ４ 

７ 29 店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する指示 ２１ ２１ ○ ５ 

８ 30-1 店舗型性風俗特殊営業の停止命令 ２１ ２１ ○ ６ 

９ 30-2 店舗型性風俗特殊営業の廃止命令 ２１ ２１ ○ ７ 

10 30-3 浴場業営業等の停止命令 ２１ ２１ ○ ８ 

11 31の4-1 無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する指示 ２１ ２１ ○ ９ 

12 31の5-1 無店舗型性風俗特殊営業の停止命令 ２１ ２１ ○ １０ 

13 31の5-2 受付所営業の廃止命令 ２１ ２１ ○ １１ 

14 31の6-2① 無店舗型性風俗特殊営業を営む者に対する指示 ２１ ２１ ○ １２ 

15 31の6-2② 無店舗型性風俗特殊営業の停止命令 ２１ ２１ ○ １３ 

16 31の6-2③ 受付所営業の廃止命令 ２１ ２１ ○ １４ 

17 31の9-1 映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対する指示 ２１ ２１ ○ １５ 

18 31の10 映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対する年少者利用防止のための命令 ２１ ２１ ○ １６ 

19 31の11-2① 映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対する指示 ２１ ２１ ○ １７ 

20 31の11-2② 映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対する年少者利用防止のための命令 ２１ ２１ ○ １８ 

21 31の14 店舗型電話異性紹介営業を営む者に対する指示 ２１ ２１ ○ １９ 

22 31の15-1 店舗型電話異性紹介営業の停止命令 ２１ ２１ ○ ２０ 

23 31の15-2 店舗型電話異性紹介営業の廃止命令 ２１ ２１ ○ ２１ 

24 31の19-1 無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対する指示 ２１ ２１ ○ ２２ 

25 31の20 無店舗型電話異性紹介営業の停止命令 ２１ ２１ ○ ２３ 

26 31の21-2① 無店舗型電話異性紹介営業を営む者に対する指示 ２１ ２１ ○ ２４ 

27 31の21-2② 無店舗型電話異性紹介営業の停止命令 ２１ ２１ ○ ２５ 

28 31の23 特定遊興飲食店営業の許可の取消し ２１ ２１ ○ ２５の２ 

29 31の24 特定遊興飲食店営業者に対する指示 ２１ ２１ ○ ２５の３ 

30 31の25-1 特定遊興飲食店営業の許可の取消し、停止命令 ２１ ２１ ○ ２５の４ 

31 31の25-2 飲食店営業の停止命令 ２１ ２１ ○ ２５の５ 

32 34-1 飲食店営業者に対する指示 ２１ ２１ ○ ２６ 

33 34-2 飲食店営業の停止命令 ２１ ２１ ○ ２７ 

34 35 興行場営業の停止命令 ２１ ２１ ○ ２８ 

35 35の2 特定性風俗物品販売等営業の停止命令 ２１ ２１ ○ ２９ 

36 35の4-1 接客業務受託営業を営む者に対する指示 ２１ ２１ ○ ３０ 

37 35の4-2 接客業務受託営業の停止命令 ２１ ２１ ○ ３１ 

38 35の4-4① 接客業務受託営業を営む者に対する指示 ２１ ２１ ○ ３２ 

39 35の4-4② 接客業務受託営業の停止命令 ２１ ２１ ○ ３３ 

40 39-3 都道府県風俗環境浄化協会に対する改善命令 ２１ なし イ － 

41 39-4 都道府県風俗環境浄化協会の指定の取消し ２１ なし イ －

古物営業法 １ 6-1 古物営業の許可の取消し ２１ なし ○ ３４ 

［Ｃ２４－１０８］ ２ 6-2 古物営業の許可の取消し ２１ なし ○ ３４の２ 

 ３ 21 古物の差止め ２２ なし ○ ３５ 

 ４ 21の7 古物に係る競りの中止 ２２ なし ○ ３５の２ 

５ 23-1 古物商等に対する指示 ２１ ２１ ○ ３６ 

       ６ 23-2 古物商等に対する指示 ２１ ２１ ○ ３６の２

７ 24-1 古物営業の許可の取消し ２１ なし ○ ３７ 
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８ 24-1 古物営業の停止命令 ２１ ２１ ○ ３７の２ 

９ 24-2 古物営業の停止命令 ２１ ２１ ○ ３８

質屋営業法 １ 23 　 質物等の差止め ２２ なし ○ ３９ 

［Ｃ２５－１５８］ ２ 25-1 　 質屋の許可の取消し、質屋営業の停止命令 ２１ ２１ ○ ４０ 

３ 25-2 質屋の許可の取消し、質屋営業の停止命令 ２１ ２１ ○ ４１

銃砲刀剣類所持等取締 １ 4-2 銃砲等の許可の条件の付加及び変更 ２１ ２１ イ － 

法 ２ 4の3-2 認知症に係る指定医の診断書の提出命令 ２１ ２１ ○ ４１の２ 

［Ｃ３３－００６］ ３ 4の4-2 許可猟銃等に係る打刻命令 ２１ ２１ ○ ４２ 

 ４ 4の4-3 許可クロスボウに係る表示措置命令 ２１ ２１ ○ ４２の２ 

 ５ 8-7 銃砲等又は刀剣類の提出命令 ２１ ２１ ○ ４３ 

 ６ 8の2-2 拳銃部品の提出命令 ２１ ２１ ア － 

 ７ 9の2-2 指定射撃場の指定の解除 ２１ ２１ ○ ４４ 

 ８ 9の3-2 猟銃等射撃指導員の指定の解除 ２１ ２１ ○ ４５ 

 ９ 9の3の2-2 クロスボウ射撃指導員の指定の解除 ２１ ２１ ○ ４５の２ 

 10 9の4-3 教習射撃指導員の解任命令 ２１ ２１ 〇 ４６ 

 11 9の5-3 教習資格の認定の取消し ２１ ２１ ○ ４７ 

 12 9の6-3 教習用備付け銃に係る打刻命令 ２１ ２１ ○ ４８ 

 13 9の7-3 教習用備付け銃に関する措置命令 ２１ ２１ ○ ４９ 

 14 9の8-1 教習射撃場の指定の解除、教習修了証明書の交付の禁止 ２１ ２１ 〇 ５０ 

 15 9の8-2 教習射撃場の指定の解除 ２１ ２１ ○ ５１ 

 16 9の8-3 教習用備付け銃の提出命令 ２１ ２１ ア － 

 17 9の9-2 練習射撃指導員の解任命令 ２１ ２１ ○ ５２ 

 18 9の10-3 練習資格の認定の取消し ２１ ２１ 〇 ５３ 

 19 9の11-2 練習用備付け銃に係る打刻命令 ２１ ２１ 〇 ５４ 

 20 9の11-2 練習用備付け銃に関する措置命令 ２１ ２１ 〇 ５５ 

 21 9の12-1 練習射撃場の指定の解除 ２１ ２１ 〇 ５６ 

 22 9の12-2 練習用備付け銃の提出命令 ２１ ２１ ア － 

 23 9の16-2 クロスボウ射撃資格の認定の取消し ２１ ２１ ○ ５６の２ 

 24 10の6-6 保管に係る銃砲に関する措置命令 ２１ ２１ 〇 ５７ 

 25 10の8-2 猟銃等保管業者に対する措置命令 ２１ ２１ 〇 ５８ 

 26 10の8-3 猟銃等保管業者の業務の廃止命令、停止命令 ２１ ２１ 〇 ５９ 

 27 10の8の2-2 クロスボウ保管業者に対する措置命令 ２１ ２１ ○ ５９の２ 

 28 10の8の2-3 クロスボウ保管業者の業務の廃止命令、停止命令 ２１ ２１ ○ ５９の３ 

 29 10の9-1 所持許可を受けた者に対する指示 ２１ ２１ ○ ６０ 

 30 10の9-2 年少射撃資格者に対する指示 ２１ ２１ ○ ６０の２ 

31 11-1 銃砲等又は刀剣類の所持許可の取消し ２１ ２１ ○ ６１ 

32 11-2 銃砲等又は刀剣類の所持許可の取消し ２１ ２１ ○ ６２ 

33 11-3 銃砲等の所持許可の取消し ２１ ２１ ○ ６３ 

34 11-4 拳銃等又は猟銃の所持許可の取消し ２１ ２１ ○ ６４ 

35 11-5 猟銃若しくは空気銃又はクロスボウの所持許可の取消し ２１ ２１ ○ ６５ 

       36 11-6 猟銃等射撃指導員の許可の取消し ２１ ２１ ○ ６５の２

       37 11-7 クロスボウ射撃指導員の許可の取消し ２１ ２１ ○ ６５の３

38 11-8 取消し前の銃砲等又は刀剣類の提出命令 ２１ ２１ ○ ６６ 

39 11-9 取消し後の銃砲等又は刀剣類の提出命令 ２１ ２１ ア － 

40 11の2-1 取消し前の拳銃部品の提出命令 ２１ ２１ ア － 

41 11の2-3 取消し後の拳銃部品の提出命令 ２１ ２１ ア － 

42 11の3-1 年少射撃資格の認定の取消し ２１ ２１ ○ ６６の２ 

43 11の3-2 年少射撃資格の認定の取消し ２１ ２１ ○ ６６の３ 

44 12の3 調査のための受診命令 ２１ ２１ ○ ６６の４ 

45 13の3-1 調査を行う間における銃砲等又は刀剣類の提出命令 ２１ ２１ ○ ６６の５ 

46 25-1 本邦上陸者の銃砲等又は刀剣類の提出命令 ２２ なし ア － 

47 27-1 銃砲等又は刀剣類の提出命令 ２１ ２１ ○ ６７
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道路交通法 １ 22の2-1 最高速度違反行為に係る指示 ２１ ２１ ○ ６８ 

［Ｃ３５－１０５］ ２ 51-16 違法駐車車両に係る移動等負担金の納付命令 ２２ 22,29 ア － 

 ３ 51-17 違法駐車車両に係る移動等負担金の督促 ２２ 22,29 ア － 

 ４ 51-22 積載物に係る負担金の納付命令 ２２ 22,29 ア － 

 ５ 51-22 積載物に係る負担金の督促 ２２ 22,29 ア － 

 ６ 51の4-4 放置違反金の納付命令 ２１ ２１ ○ ６９ 

 ７ 51の4-13 放置違反金の督促 ２１ ２１ ア － 

 ８ 51の9 登録法人に対する適合命令 ２１ なし ○ ６９の２ 

 ９ 51の10 確認事務受託対象法人の登録の取消し ２１ なし ○ ６９の３ 

 10 51の13② 駐車監視員資格者証の返納命令 ２１ ２１ ○ ６９の４ 

 11 58の4 過積載車両に係る指示 ２１ ２１ ○ ７０ 

 12 58の5-2 過積載車両の運転の要求等の禁止の措置命令 ２２ 22,29 イ － 

 13 66の2-1 過労運転に係る車両の使用者に対する指示 ２１ ２１ ○ ７１ 

 14 72の2-3 損壊物等に係る移動等負担金の納付命令 ２２ 22,29 ア － 

 15 72の2-3 損壊物等に係る移動等負担金の督促 ２２ 22,29 ア － 

 16 74の3-6 安全運転管理者等の解任命令 ２１ ２１ イ － 

 17 74の3-8 自動車の使用者に対する是正措置命令 ２１ ２１ イ － 

 18 75-2 自動車の使用制限命令 ２１ ２１ 〇 ７２ 

 19 75の2-2 車両の使用制限命令 ２１ ２１ 〇 ７３(～７５) 

20 75の8-2 違法駐車車両に係る移動等負担金の納付命令 ２２ 22,29 ア － 

21 75の8-2 違法駐車車両に係る移動等負担金の督促 ２２ 22,29 ア － 

22 75の8-2 積載物に係る負担金の納付命令 ２２ 22,29 ア － 

23 75の8-2 積載物に係る負担金の督促 ２２ 22,29 ア － 

24 75の26-1 特定自動運行実施者に対する指示 ２１ ２１ ○ ７６ 

25 75の27-1 特定自動運行の許可の取消し、許可の効力の停止 ２１ ２１ ○ ７７ 

26 77-4 道路使用許可の条件の変更・付加 ２２ 22,29 〇 ７８ 

27 77-5 道路使用許可の停止又は取消し ２２ 22,29 ○ ７９ 

28 81-1 違法工作物等に係る措置命令 ２２ 22,29 イ － 

29 81-8 違法工作物等に係る除去等負担金の納付命令 ２２ 22,29 ア － 

30 81-9 違法工作物等に係る除去等負担金の督促 ２２ 22,29 ア － 

31 81の2-1 転落積載物等に係る措置命令 ２２ 22,29 イ － 

32 81の2-3 転落積載物等に係る除去等負担金の納付命令 ２２ 22,29 ア － 

33 81の2-3 転落積載物等に係る除去等負担金の督促 ２２ 22,29 ア － 

34 82-1 沿道工作物等に係る措置命令 ２２ 22,29 イ － 

35 82-3 沿道工作物等に係る除去等負担金の納付命令 ２２ 22,29 ア － 

36 82-3 沿道工作物等に係る除去等負担金の督促 ２２ 22,29 ア － 

37 83-3 工作物等に係る除去等負担金の納付命令 ２２ 22,29 ア － 

38 83-3 工作物等に係る除去等負担金の督促 ２２ 22,29 ア － 

39 90-5 運転免許の取消し、効力の停止 ２１ 21,22 〇 ８０ 

40 90-6 運転免許の取消し ２１ ２１ ○ ８０の２ 

41 90-9 運転免許を受けることができない期間の指定 ２１ ２１ 〇 ８１ 

42 90-10 運転免許を受けることができない期間の指定 ２１ ２１ ○ ８１の２ 

43 91 運転免許付与後の運転免許の条件の付加及び変更 ２１ ２１ 〇 ８２ 

44 97の3-1 運転免許試験の停止、合格決定の取消し ２１ ２１ イ － 

45 97の3-3 運転免許試験の受験禁止 ２１ ２１ イ － 

46 99の2-5 技能検定員資格者証の返納命令 ２１ ２１ イ － 

47 99の3-5 教習指導員資格者証の返納命令 ２１ ２１ イ － 

48 99の7-1 指定教習所に対する適合命令 ２１ ２１ イ － 

49 99の7-2 指定教習所に対する監督命令 ２１ ２１ イ － 

50 100-1 指定教習所の指定取消し、証明書発行禁止 ２１ ２１ イ － 

51 100-2 指定教習所の指定取消し、証明書発行禁止の延長 ２１ ２１ イ － 

52 103-1 運転免許の取消し、効力の停止 ２１ 21,22 〇 ８３ 

53 103-2 運転免許の取消し ２１ ２１ ○ ８３の２ 

54 103-4 運転免許の取消し、効力の停止 ２１ 21,22 〇 ８４ 

55 103-7 運転免許を受けることができない期間の指定 ２１ ２１ 〇 ８５ 



- 4 -

56 103-8 運転免許を受けることができない期間の指定 ２１ ２１ ○ ８５の２ 

57 103の2-1 運転免許の効力の仮停止 ２２ 22,29 ア － 

58 104の2の2-2 再試験の不受験による免許の取消し ２１ ２１ ア － 

59 104の2の2-4 再試験の不受験による免許の取消し ２１ ２１ ア － 

60 104の2の3-1 運転免許の効力の停止 ２１ 21,22 ○ ８５の３ 

61 104の2の3-3 運転免許の取消し、効力の停止 ２１ 21,22 ○ ８５の４ 

62 106の2-1 仮免許の取消し ２１ 21,22 ア ― 

63 106の2-2 仮免許の取消し ２１ 21,22 ア － 

64 107の5-1 自動車等の運転禁止 ２１ ２１ 〇 ８６ 

65 107の5-2 自動車等の運転禁止 ２１ ２１ ○ ８６の２ 

66 107の5-9 自動車等の運転禁止 ２１ ２１ ○ ８７ 

67 107の5-9 自動車等の運転の仮禁止 ２２ 22,29 ア － 

68 108の3の5-1 特定小型原動機付自転車運転者講習の受講命令 ２１ ２１ ○ ８７の２ 

69 108の3の5-2 自転車運転者講習の受講命令 ２１ ２１ ○ ８７の３

70 108の5-3 運転適性指導員等の解任命令 ２１ ２１ イ － 

71 108の11-1 指定講習機関の指定の取消し ２１ ２１ ア － 

72 108の11-2 指定講習機関の指定の取消し ２１ ２１ ア － 

73 108の31-3 都道府県センターに対する措置命令 ２１ なし イ － 

74 108の31-4 都道府県センターの指定の取消し ２１ なし ア － 

75 108の32の2-5 運転免許取得者等教育の認定の取消し ２１ ２１ ○ ８８ 

76 108の32の3-2 運転免許取得者等検査の認定の取消し ２１ ２１ ○ ８８の２

自動車の保管場所の確 １ 9-1 自動車の運行供用制限 ２１ ２１ ○ ８９ 

保等に関する法律（保     

管場所法） 

［Ｃ３７－１４５］

警備業法 １ 8 警備業の認定の取消し ２１ ２１ ○ ９０ 

［Ｃ４７－１１７］ ２ 22-7 警備員指導教育責任者資格者証の返納命令 ２１ ２１ ○ ９１ 

 ３ 23-5 合格証明書の返納命令 ２１ ２１ ○ ９１の２ 

 ４ 42-3 機械警備業務管理者資格者証の返納命令 ２１ ２１ ○ ９２ 

 ５ 48 警備業者に対する指示 ２１ ２１ ○ ９３ 

６ 49-1 警備業務に係る営業の停止命令 ２１ ２１ ○ ９４ 

７ 49-2 営業の廃止命令 ２１ ２１ ○ ９５

犯罪被害者等給付金の １ 23-5 犯罪被害者等早期援助団体に対する改善命令 ２１ なし イ － 

支給等による犯罪被害 ２ 23-6 犯罪被害者等早期援助団体の指定の取消し ２１ なし ア －

者等の支援に関する法

律 

［Ｃ５５－０３６］

暴力団員による不当な １ 12の4-2 準暴力的要求行為の要求行為の相手方に対する指示 ２１ 21,22 ア － 

行為の防止等に関する ２ 32の3-5 都道府県センターに対する改善命令 ２１ なし イ － 

法律（暴力団対策法） ３ 32の3-6 都道府県センターの指定の取消し ２１ なし ア －

［Ｄ０３－０７７］

ストーカー行為等の規 １ 5-1 行為者に対する禁止命令等 ２１ ２２ イ － 

制等に関する法律  

［Ｄ１２－０８１］

自動車運転代行業の業 １ 7-1 自動車運転代行業の認定の取消し ２１ ２１ ○ ９５の２ 

務の適正化に関する法 ２ 19-1 最高速度違反行為に係る指示 ２１ ２１ ○ ９５の３ 

律 ３ 19-1 過積載車両に係る指示 ２１ ２１ ○ ９５の４ 

［Ｄ１３－０５７］ ４ 19-1 過労運転車両に係る指示 ２１ ２１ ○ ９５の５ 

５ 19-1 自動車の使用制限命令 ２１ ２１ ○ ９５の６ 
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６ 19-1 車両の使用制限命令 ２１ ２１ ○ ９５の７ 

７ 22-1 自動車運転代行業者に対する指示 ２１ ２１ ○ ９５の８ 

８ 23-1 自動車運転代行業者に対する営業の停止命令 ２１ ２１ ○ ９５の９ 

９ 24-1 自動車運転代行業を営む者に対する営業の廃止命令 ２１ ２１ ○ ９５の１０ 

10 25-2① 自動車運転代行業者に対する指示 ２１ ２１ ○ ９５の１１ 

11 25-2② 自動車運転代行業者に対する営業の停止命令 ２１ ２１ ○ ９５の１２ 

12 25-2③ 自動車運転代行業を営む者に対する営業の廃止命令 ２１ ２１ ○ ９５の１３

インターネット異性紹 １ 13 インターネット異性紹介事業者に対する指示 ２１ ２１ ○ ９５の１３の２ 

介事業を利用して児童 ２ 14-1 インターネット異性紹介事業の停止命令 ２１ ２１ ○ ９５の１３の３ 

を誘引する行為の規制 ３ 14-2 インターネット異性紹介事業の廃止命令 ２１ ２１ ○ ９５の１３の４ 

等に関する法律 ４ 15-2① インターネット異性紹介事業者に対する指示 ２１ ２１ ○ ９５の１３の５ 

［Ｄ１５－０８３］ ５ 15-2② インターネット異性紹介事業の停止命令 ２１ ２１ ○ ９５の１３の６

探偵業の業務の適正化 １ 14 探偵業者に対する指示 ２１ ２１ ○ ９５の１４ 

に関する法律 ２ 15-1 探偵業の停止命令 ２１ ２１ ○ ９５の１５ 

［Ｄ１８－０６０］ ３ 15-2 探偵業の廃止命令 ２１ ２１ ○ ９５の１６

遺失物法 １ 26-1 施設占有者に対する指示 ２１ ２１ ○ ９５の１７ 

［Ｄ１８－０７３］ ２ 26-2 特例施設占有者に対する指示 ２１ ２１ ○ ９５の１８

届出自動車教習所が行 １ 8-1 指定教習課程の指定の取消し ２１ なし ア － 

  う教習の課程の指定に

関する規則（届出教習

 所課程指定規則）

［Ｒ０６－００１］

自転車の防犯登録を行 １ 9 指定法人の指定の取消し ２１ なし ○ ９６ 

      う者の指定に関する規

則（自転車防犯登録規

 則）

［Ｒ０６－０１２］

古物営業法施行規則 １ 19の10-1 認定古物競りあっせん業者に係る認定の取消し ２１ ２１ ○ ９６の２ 

［Ｒ０７－０１０］ ２ 19の14-1 認定外国古物競りあっせん業者に係る認定の取消し ２１ ２１ ○ ９６の３ 

３ 29 盗品売買等防止団体に係る承認の取消し ２１ ２１ ○ ９６の４

        遺失物法施行規則 １ 30-1 特例施設占有者の指定の取消し ２１ なし ○ ９６の５

［Ｒ１９－００６］

       行商従業者証等の様式 １ 7 行商従業者証等の様式の承認の取消し ２１ ２１ ○ ９７

 の承認に関する規程

［Ｙ０７－００７］

        公益信託ニ関スル法律 １ 4-1 公益信託事務の検査・必要な処分の命令 ２０ なし エ －

       ［Ｂ１１－０６２］ ２ 5-1 公益信託の変更命令 ２０ なし エ －

３ 8 公益信託の受託者の解任 ２０ なし エ －

火薬類取締法 １ 17-3 猟銃用火薬類等の譲渡し又は譲受けの許可の取消し ２１ ２１ ○ ９８ 

［Ｃ２５－１４９］ ２ 19-2 火薬類の運搬方法等の指示 ２１ ２１ イ － 

３ 25-3 猟銃用火薬類等の消費の許可の取消し ２１ ２１ ○ ９９ 

４ 45 火薬類の運搬等に関する緊急措置 ２１ ２１ エ －

       核原料物質、核燃料物 １ 59-6 核燃料物質等の運搬方法の指示 ２１ なし イ －

     質及び原子炉の規制に
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関する法律（原子炉等

 規制法）

［Ｃ３２－１６６］

放射性同位元素等の規 １ 18-6 放射性同位元素又は放射性汚染物の運搬方法の指示 ２１ なし イ － 

制に関する法律 ２ 25-5 特定放射性同位元素の運搬方法の指示 ２１ なし イ － 

［Ｃ３２－１６７］ ３ 28-7 特定放射性同位元素の運搬方法の指示 ２１ なし イ －

 災害対策基本法 １ 59-2 災害の拡大防止措置の指示 ２２ なし イ －

［Ｃ３６－２２３］

      大規模地震対策特別措 １ 23-5 地震防災応急対策の実施等の指示 ２２ なし イ －

 置法

［Ｃ５３－０７３］

       労働時間等の設定の改 １ 9-2 労働時間等設定改善実施計画の承認の取消し等 １０ 10,20 エ －

        善に関する特別措置法 ２ 10-5 労働時間等設定改善実施計画の承認の取消し等 １０ 10,20 エ －

 （時短促進法） ３ 12-2 労働時間等設定改善実施計画の承認の取消し １０ 10,20 エ －

［Ｄ０４－０９０］

    化学兵器の禁止及び特 １ 17-2 特定物質の運搬方法の指示 ２１ なし イ －

 定物質の規制等に関す

る法律（化学兵器禁止

 法）

［Ｄ０７－０６５］

     感染症の予防及び感染 １ 56の27-2 病原体等の運搬方法の指示 ２１ なし イ －

症の患者に対する医療

に関する法律（感染症

 予防法）

［Ｄ１０－１１４］

犯罪による収益の移転 １ 16 古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商に対する是正命令 ２１ ２１ ア － 

 防止に関する法律

［Ｄ１９－０２２］

       国際連合安全保障理事 １ 12-1 許可の条件の付与及び変更  ２１  ２１ イ －

       会決議第千二百六十七 ２ 14 許可の取消し  ２１  ２１ イ －

       号等を踏まえ我が国が ３ 16-1 特定金銭債権の差押債権者に対する支払の禁止命令  ２１  ２１ イ －

       実施する国際テロリス ４ 17-1 規制対象財産の仮領置  ２１  ２１ イ －

       トの財産の凍結等に関 ５ 17-7 規制対象財産の継続仮領置  ２１  ２１ イ －

        する特別措置法 ６ 22-1 公告国際テロリストを相手方とする行為の制限に係る命令  ２１  ２１ イ －

［Ｄ２６－１２４］ ７ 22-2 公告国際テロリストを相手方とする行為の制限に係る再命令  ２１  ２１ イ －

奈良市行列行進及び集 １ 4-3 行列行進及び集団示威運動の許可の条件の付与  ２１  ２１  イ － 

団示威運動に関する条

例 

［Ｇ２４－０２０］

大和高田市集会、集団 １ 3-1 集会、集団行進及び集団示威運動の許可の条件の付与  ２１  ２１  イ － 

行進及び集団示威運動 ２ 3-3 集会、集団行進及び集団示威運動の許可の取消し及び条件の変更  ２１   ２１   イ － 

に関する条例 

［Ｇ２５－０１３］

奈良県金属くず営業条 １ 12 金属くずの差止 ２１ ２１ ○ １００ 
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例 ２ 15 営業許可の取消し ２１ ２１ ○ １０１ 

［Ｇ３２－０２０］ ３ 15 営業の停止命令 ２１ ２１ ○ １０２
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     【凡例】

 １　法令名欄

           法律   政令   規則   告示   条例    　　  ［Ｃ ３ ５ － １ ０ ５  ］ 

       明治  （Ａ） （Ｈ） （Ｏ） （Ｖ） （Ｅ）        

      大正  （Ｂ） （Ｉ） （Ｐ） （Ｗ） （Ｆ）  法令番号

     昭和  （Ｃ） （Ｊ） （Ｑ） （Ｘ） （Ｇ）           制定年

     平成  （Ｄ） （Ｋ） （Ｒ） （Ｙ） （Ｌ）

　　令和　（Ｍ） （Ｎ） （Ｓ） （Ｔ） （Ｕ）

       （注）規則とは、内閣府令、省令、国家公安委員会規則及び奈良県公安委員会規

 　　　　　則をいう。

 

 ２  根拠条項欄

        （条）      （項）      （号）

       算用数字 ― 算用数字   ○つき数字

 

       （例）  第２５条第２項第１号　→  ２５―２①

 

 ３  行政庁欄

      （区分） 　 　　（記入する数字）　　　　　　   （警察所管法令等に係る権限者の例） 

    国 の 機 関     「１０」    内閣総理大臣、国家公安委員会

    都道府県の機関     「２０」    都道府県知事

          〃           「２１」    都道府県公安委員会

          〃           「２２」    警察署長、警察本部長等

          〃           「２９」    高速道路交通警察隊長等

 

 ４  適用除外欄

 　　行政手続法の規定が適用除外となる行政手続法の根拠条項を示す。      

 

 ５  処分基準欄

 (1)　処分基準を定めるもの ○

  (2)　処分基準を定めないもの

     （理由）

　　ア　判断基準が法令の定めに尽くされている処分であるから。 ア

     イ　処分等の性質上、個々の申請について個別具体的な判断をせざるを得ないも

 　　　のであって、法令の定め以上に具体的な処分基準を定めることが困難であると

　　　認められるものであるから。 イ

     ウ　全国又は都道府県に１を限って指定（認可）される法人に関係する処分であ

 　　　って、個々の申請について個別具体的な判断をせざるを得ないものである上、

　　　当面行われる予定のないものであるから。 ウ

     エ　処分の先例がない又は処分が稀であり、処分基準を法令の定め以上に具体化

　　　することが困難であるから。 エ

  (3)  処分基準を定めるが、脱法的行為を助長するおそれがあり、当該基準を公表し
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    ないこととする必要があるから。 オ


